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本欄は広告であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

いっしょに考えよう　いじめ問題　～かけがえのない子どもたちのために～
指導課（☎354−8256　FAX354−8475）

人権・同和教育課（☎354−8253　FAX354−8308）

「いじめ」は重大な人権侵害であり、命にかかわる問題です。
暴行や恐喝、金銭・物品の強要などは、「犯罪」です。
子どもの気持ちに寄り添いながら様子をしっかり見ていると、ちょっとした言動の変化に気付き、子ども

からのサインを感じとることができます。
子どもたちがいじめの被害者にも加害者にもならないために、子どもの様子を気にかけるようにしましょう。

■子どものサインに気が付いたら

◦いじめは、いじめている側に問題が
あるという姿勢で話を聴きましょう

◦一緒に解決する方法を考えましょう
◦事実を整理して、学校、いじめ・体
罰等相談窓口（☎354-8169）など
に相談しましょう

■いじめに関するリーフレット

　毎年、小・中学校の保護者に配布
しています。

■子どもたちのサイン

いじめられているとき
◦食欲がなくなる
◦登校を渋る　
◦眠れていない　
◦会話が少なくなる
◦よく持ち物がなくなる　など

いじめているとき
◦他人の悪口を言う　
◦他人を馬鹿にする　
◦顔つきが厳しくなる
◦言葉づかいが乱暴になる
◦家族との会話を嫌がる　など

このようなサインも・・・
◦「○○さんがかわいそうだ」と言う
◦学校の話をするとうるさがる　など

「なんとかしたい」と思いながらどうすることもできず
に悩んでいる子、「自分には関係ない」と黙って見ている
子、それがいじめと気が付かない子などがいることも考
えられます。


